
■最大投影幅は14ｍ以内

■建築物につき1基、ただし屋上広告

板と併せて表示することはできない

はみ出すことはできない

■広告物は、1壁面につき同一意匠

のものは1基※ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸは1壁

面につき1基

■建築物からはみださない

⑪のぼり旗

3分の1以下で最高6ｍ以下

■建築物からはみださない

■1建築壁面につき1基、ただし屋上

⑥壁面広告物

■高さ3ｍ以下又は建築物の高さの 3分の1以下で最高6ｍ以下 ■開口部への掲出及び建築物から

④屋上広告板 ⑤屋上広告塔

■1面につき60㎡以内（合計240㎡以内）

■1面につき60㎡以内

■1面につき20㎡以内（合計80㎡以内）

■最大投影幅は3.5ｍ以内

■敷地につき1基

②敷地内広告板

　（要問合せ）

①野立広告板

■道路へは突き出さない

■前面道路につき1基 ■出幅について、詳細基準あり

■敷地につき2基

■道路へは突き出さない

③敷地内広告塔

⑦壁面突出広告物

■詳細基準あり

　（要問合せ） ■道路へは突き出さない

⑮広告幕

■表示期間は1ヵ月以内

塔と併せて表示することはできない

⑨置看板 ⑩立看板

■1面につき20㎡以内（合計80㎡以内）

■最大投影幅は3.5ｍ以内

■前面道路につき1基

■道路へは突き出さない

＜横断幕＞は2.5ｍ以上、歩道以外の場所にあ

っては4.5ｍ以上

⑭電柱、街灯等を利用する広告物

■建築物又は堅固な工作物（十分な

根入りを持つ杭等を含む）に確実に

取り付けることにより風力等によって

■前面道路につき2基

＜巻付広告＞

■地上から下端まで1.2ｍ以上かつ

地上から上端まで3.2ｍ以下

■縦1.2ｍ以下かつ横0.5ｍ以下

＜袖看板＞

■地上から下端まで歩道上にあって

■詳細基準あり(要問合せ)

■地上から下端まで4.5ｍ以上

■縦、横それぞれ2ｍ以下

移動又は破損しないよう設置する ■表示期間は3ヵ月以内

■詳細基準あり(要問合せ)

<その他の広告幕>

＜懸垂幕＞

■詳細基準あり(要問合せ)

⑯サインポール

以下かつ幅1.5ｍ以下、地上から気

⑰アドバルーン

球までの長さは45ｍ以下

■気球の直径にあっては3ｍ以下、

添架装置の綱にあっては長さ15ｍ

⑬はり札

する1対（2本）のものを除き、相互間

⑫はり紙

の距離6ｍ以上

■表示期間は1ヵ月以内■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内）

■表示期間は1ヵ月以内

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№①基準表 【許可地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第1】

■高さ3ｍ以下又は建築物の高さの

■道路へは突き出さない

■敷地又は建築物の出入口に設置

⑧野立広告塔

２０㎡以内
（表裏各1面）

6ｍ

以下 20㎡
以内

12ｍ

以下

2.5ｍ以内

２０㎡以内
（表裏各1面）

12ｍ

以下

60㎡以内
60㎡以内

２０㎡以内
合計面積は1壁
面の4分の1以内

ワンポイントマーク：3㎡以内
（高さ制限なし）

3階窓下

以下かつ

9ｍ以下

10㎡
以内

1.5ｍ以内

12ｍ以下
かつ
軒高以下

20㎡
以内

9ｍ

以下

2.5ｍ以内

１.５㎡
以内

3ｍ
以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下
１㎡
以内

０.２㎡
以内 １㎡

以内

袖看板巻付広告

10ｍ以内

＜懸垂幕＞

＜横断幕＞

0.5ｍ以下

1.2ｍ
以下

3ｍ

以下
3ｍ
以下

3ｍ以下

15ｍ以下

1.5ｍ以下

45ｍ以下
4.5ｍ
以上

2ｍ
以下

2ｍ以下

１㎡
以内

巻付広告

1.2m以上

3.2m以下



■建築物につき1基、ただし屋上広告

板と併せて表示することはできない

■広告物相互間の距離30ｍ以上

球までの長さは45ｍ以下

■道路から1ｍ以上後退させる

■道路から1ｍ以上後退させる

■気球の直径にあっては3ｍ以下、

添架装置の綱にあっては長さ15ｍ

■表示期間は1ヵ月以内

⑰アドバルーン

⑫はり紙

以下かつ幅1.5ｍ以下、地上から気

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№②基準表 【許可地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第2】

■高さ3ｍ以下又は建築物の高さの

⑩立看板

⑮広告幕

■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■敷地又は建築物の出入口に設置

する1対（2本）のものを除き、相互間

の距離6ｍ以上

⑯サインポール

⑪のぼり旗

■道路へは突き出さない

移動又は破損しないよう設置する ■表示期間は3ヵ月以内

■建築物又は堅固な工作物（十分な■道路へは突き出さない

根入りを持つ杭等を含む）に確実に

取り付けることにより風力等によって

■前面道路につき2基

■表示期間は1ヵ月以内

⑭電柱、街灯等を利用する広告物

設置する場合にあっては基数の制限

はない

⑬はり札

高さ以上後退させる

■詳細基準あり(要問合せ)

■地上から下端まで4.5ｍ以上

■縦、横それぞれ2ｍ以下

■詳細基準あり(要問合せ)

<その他の広告幕>

＜懸垂幕＞

■詳細基準あり(要問合せ)

＜巻付広告＞

■地上から下端まで1.2ｍ以上かつ

地上から上端まで3.2ｍ以下

＜袖看板＞

■縦1.2ｍ以下かつ横0.5ｍ以下

は2.5ｍ以上、歩道以外の場所にあ

■地上から下端まで歩道上にあって

っては4.5ｍ以上

＜横断幕＞

■最大投影幅は3.5ｍ以内

■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内）

⑧野立広告塔 ⑨置看板

①野立広告板

高さ以上後退させる ■敷地につき2基

■道路から1ｍ以上かつ広告物の

■1面につき20㎡以内（合計80㎡以内）

③敷地内広告塔

■1面につき20㎡以内（合計80㎡以内）

■最大投影幅は3.5ｍ以内

■敷地につき1基

②敷地内広告板 ⑥壁面広告物

■高さ3ｍ以下又は建築物の高さの 3分の1以下で最高6ｍ以下 ■開口部への掲出及び建築物から

④屋上広告板 ⑤屋上広告塔

■1面につき60㎡以内（合計240㎡以内）

■1面につき60㎡以内

はみ出すことはできない

■広告物は、1壁面につき同一意匠

のものは1基※ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸは1壁

面につき1基

■建築物からはみださない

ただし、案内誘導を目的とする広告

物の場合、詳細な基準があるため、

■最大投影幅は14ｍ以内

■道路から1ｍ以上かつ広告物の有効壁面につき縦1列に表示し、又は

塔と併せて表示することはできない

3分の1以下で最高6ｍ以下

■建築物からはみださない

■1建築壁面につき1基、ただし屋上

要問合せ

⑦壁面突出広告物

■有効壁面につき1基。ただし、表示

面積の合計が20㎡以内であり、かつ、

２０㎡以内
（表裏各1面）

6ｍ

以下 20㎡
以内

9ｍ

以下

2.5ｍ以内

２０㎡以内
（表裏各1面）

9ｍ

以下

60㎡以内
60㎡以内

２０㎡以内
合計面積は1壁
面の4分の1以内

ワンポイントマーク：3㎡以内
（高さ制限なし）

3階窓下

以下かつ

9ｍ以下

10㎡
以内

1.5ｍ以内

9ｍ以下
かつ
軒高以下 20㎡

以内

9ｍ

以下

2.5ｍ以内

１.５㎡
以内

3ｍ
以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下
１㎡
以内

０.２㎡
以内 １㎡

以内

袖看板巻付広告

10ｍ以内

＜懸垂幕＞

＜横断幕＞

0.5ｍ以下

1.2ｍ
以下

3ｍ

以下
3ｍ
以下

3ｍ以下

15ｍ以下

1.5ｍ以下

45ｍ以下
4.5ｍ
以上

2ｍ
以下

2ｍ以下

１㎡
以内

巻付広告

1.2m以上

3.2m以下



以下かつ幅1.5ｍ以下、地上から気

球までの長さは45ｍ以下

■敷地につき2本

■表示期間は3ヵ月以内

⑫はり紙

■表示期間は1ヵ月以内

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№③基準表 【許可地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第3】

■1面につき3㎡以内（合計12㎡以内）

⑪のぼり旗

■道路へは突き出さない

■表示期間は1ヵ月以内

⑭電柱、街灯等を利用する広告物

は2.5ｍ以上、歩道以外の場所にあ

っては4.5ｍ以上

⑬はり札

■詳細基準あり(要問合せ)

<その他の広告幕>

⑰アドバルーン

■気球の直径にあっては3ｍ以下、

添架装置の綱にあっては長さ15ｍ

⑧野立広告塔

■道路へは突き出さない

■詳細基準あり(要問合せ)

■地上から下端まで4.5ｍ以上

■縦、横それぞれ2ｍ以下

移動又は破損しないよう設置する

＜袖看板＞

■地上から下端まで歩道上にあって

＜巻付広告＞

■地上から下端まで1.2ｍ以上かつ

地上から上端まで3.2ｍ以下

根入りを持つ杭等を含む）に確実に

取り付けることにより風力等によって

■表示期間は1ヵ月以内

■建築物又は堅固な工作物（十分な

■縦1.2ｍ以下かつ横0.5ｍ以下

＜懸垂幕＞

■詳細基準あり(要問合せ)

＜横断幕＞

■敷地につき2基

■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内）

⑮広告幕

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

⑩立看板⑨置看板

■光源は点滅させない

①野立広告板

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■光源は点滅させない

⑯サインポール

文字は白または黒色とする。

■最大投影幅は1.5ｍ以内

■道路から1ｍ以上後退させる

■広告物相互間の距離30ｍ以上

■光源は白色系で点滅させない

③敷地内広告塔

■1面につき3㎡以内（合計12㎡以内）

■最大投影幅は1.5ｍ以内

■敷地につき1基

■道路から1ｍ以上後退させる

■道路から1ｍ以上後退させる

②敷地内広告板

■高さ1ｍ以下 ■建築物からはみださない ■開口部への掲出及び建築物から

④屋上広告板 ⑤屋上広告塔

■1面につき3㎡以内

はみ出すことはできない

■広告物は、1壁面につき同一意匠

のものは1基(要問合せ)

■光源は白色系で点滅させない

■最大投影幅は4ｍ以内

⑥壁面広告物

⑦壁面突出広告物

■道路へは突き出さない

■合計3㎡以内

■有効壁面につき1基

■広告物相互間の距離30ｍ以上

■光源は白色系で点滅させない

■1建築壁面につき1基、ただし屋上

■後退距離については要問合せ

文字は白または黒色とする ■敷地につき2基

■光源は点滅させない

■光源は点滅させない

■建築物からはみださない

塔と併せて表示することはできない

■建築物につき1基、ただし屋上広告

板と併せて表示することはできない

■光源は点滅させない

０．５㎡以内

（表裏各1面）
共架の場合、合計
3㎡以内

3ｍ

以下 ３㎡
以内

3ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

５ｍ

以下

３㎡以内
３㎡以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

1.5㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

３㎡
以内

3ｍ

以下

1ｍ以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下
１㎡
以内

０.２㎡
以内

１㎡
以内

袖看板巻付広告

3ｍ以内

＜懸垂幕＞

＜横断幕＞

0.5ｍ以下

1.2ｍ
以下

1ｍ

以下
1ｍ
以下

3ｍ以下

15ｍ以下

1.5ｍ以下

45ｍ以下
4.5ｍ
以上

2ｍ
以下

2ｍ以下1.2m以上

3.2m以下

３㎡以内
合計面積は1壁面の

4分の1以内



い

【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第6】◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№④基準表

⑯サインポール

い

⑮広告幕

■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）

■自己の営業所等から3km以内、か

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

（共架の場合は、3ｍ以下）
■地上から上端まで2ｍ以下

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■その他基準あり（要問合せ）

文字は白または黒色とする

■敷地につき1基

■敷地につき2基

文字は白または黒色とする

い

■道路へは突き出さない

する1対（2本）のものを除き、相互間

⑦壁面突出広告物

　（要問合せ）

■広告物は、1壁面につき同一意匠

■光源は白色系で点滅させない

■表示または設置することはできな

い

■表示または設置することはできな

■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内）

■敷地につき2基

⑫はり紙

のものは1基(要問合せ)

■光源は白色系で点滅させない

■開口部への掲出及び建築物から

はみ出すことはできない

②敷地内広告板①野立広告板

■光源は白色系で点滅させない

文字は白または黒色とする

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■表示または設置することはできな

■その他基準あり

い

■表示または設置することはできな

■表示または設置することはできな

⑨置看板

根入りを持つ杭等を含む）に確実に

取り付けることにより風力等によって

■表示期間は1ヵ月以内

■建築物又は堅固な工作物（十分な

⑧野立広告塔

■道路へは突き出さない

⑩立看板

移動又は破損しないよう設置する

■光源は白色系で点滅させない

の距離6ｍ以上

⑪のぼり旗

■敷地又は建築物の出入口に設置

■表示期間は3ヵ月以内

⑰案内誘導看板

■表示または設置することはできな

い

総量規制：10㎡以内

③敷地内広告塔 ⑥壁面広告物④屋上広告板 ⑤屋上広告塔

い

■光源は白色系で点滅させない

■最大投影幅は1.5ｍ以内

⑭電柱、街灯等を利用する広告物⑬はり札

い

■表示または設置することはできな

■1壁面につき同一意匠のものは

1基

■開口部への掲出及び建築物から

はみ出すことはできない

＜袖看板＞

つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■指定道路では営業所等に通じる交

差点から5ｍ以上100ｍ以内

＜巻付広告＞

■表示または設置することはできな

い

■表示または設置することはできな

2.5㎡
以内

5ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

5ｍ

以下
５㎡以内

合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：3㎡以内
（高さ制限なし）

3階窓下

以下かつ

9ｍ以下

５㎡
以内

1.5ｍ以内

12ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

3階窓下

以下かつ

9ｍ以下

5㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内



い

■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑤基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第4,7,13】 総量規制：10㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、文字は白または黒色とする

文字は白または黒色とする はみ出すことはできない■道路から1ｍ以上後退させる

■広告物は、1壁面につき同一意匠

■開口部への掲出及び建築物から

■表示または設置することはできな

■敷地につき2基

■道路から1ｍ以上後退させる ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな のものは1基(要問合せ)■光源は白色系で点滅させない

い ■敷地につき1基 い い ■光源は白色系で点滅させない

■最大投影幅は1.5ｍ以内

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

2.5㎡
以内

5ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

5ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

３㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内



い

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑥基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第5，14】 総量規制：10㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）

■開口部への掲出及び建築物から

■道路から1ｍ以上後退させる 文字は白または黒色とする はみ出すことはできない

文字は白または黒色とする ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■敷地につき2基 ■最大投影幅は1.5ｍ以内 ■広告物は、1壁面につき同一意匠

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■道路から1ｍ以上後退させる ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな のものは1基(要問合せ)

い ■敷地につき1基 い い ■光源は白色系で点滅させない

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

2.5㎡
以内

3ｍ

以下

1ｍ以内

３㎡以内
（表裏各1面）

3ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

1.5㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内



い

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑦基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第8，10，12，16，17】 総量規制：30㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■1面につき3㎡以内（合計12㎡以内）

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■1面につき10㎡以内（合計30㎡以内） ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■最大投影幅は4ｍ以内文字は白または黒色とする

■建築物からはみださない

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない

文字は白または黒色とする ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■開口部への掲出及び建築物から

■敷地につき2基 ■最大投影幅は2.5ｍ以内 ■建築物につき1基、ただし屋上広告

文字は白または黒色とする

■広告物は、1壁面につき同一意匠

■道路から1ｍ以上後退させる 文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■道路から1ｍ以上後退させる 塔と併せて表示することはできない ■建築物につき1基、ただし屋上広告のものは1基(要問合せ)

い ■敷地につき1基 ■光源は白色系で点滅させない 板と併せて表示することはできない ■光源は白色系で点滅させない

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

１０㎡
以内

6ｍ

以下

2ｍ以内

１０㎡以内
（表裏各1面）

6ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

３㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内

3㎡以内

3ｍ以内

1ｍ
以下

３㎡以内 1ｍ

以下



い

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑧-1基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表第9】 総量規制：10㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 文字は白または黒色とする

文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■開口部への掲出及び建築物から

■道路から1ｍ以上後退させる 文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■最大投影幅は4ｍ以内 はみ出すことはできない

文字は白または黒色とする ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■敷地につき2基 ■最大投影幅は1.5ｍ以内 ■建築物につき1基、ただし屋上広告■建築物につき1基、ただし屋上広告■広告物は、1壁面につき同一意匠

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■道路から1ｍ以上後退させる 塔と併せて表示することはできない 板と併せて表示することはできない のものは1基(要問合せ)

い ■敷地につき1基 ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

2.5㎡
以内

5ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

5ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

３㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内

３㎡以内
2.5㎡以内

3ｍ以内

1ｍ

以下
1ｍ
以下



◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑧-2基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表11】 総量規制：15㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 文字は白または黒色とする

文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■開口部への掲出及び建築物から

■道路から1ｍ以上後退させる 文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■最大投影幅は4ｍ以内 はみ出すことはできない

文字は白または黒色とする ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■敷地につき2基 ■最大投影幅は1.5ｍ以内 ■建築物につき1基、ただし屋上広告■建築物につき1基、ただし屋上広告■広告物は、1壁面につき同一意匠

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■道路から1ｍ以上後退させる 塔と併せて表示することはできない 板と併せて表示することはできない のものは1基(要問合せ)

い ■敷地につき1基 ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■地上から下端まで1.2ｍ以上かつ はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

地上から上端まで3.2ｍ以下 ■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

2.5㎡
以内

5ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

5ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

３㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内

３㎡以内
2.5㎡以内

3ｍ以内

1ｍ

以下
1ｍ
以下

１㎡
以内

1.2m以上

3.2m以下



い

◎禁止地域・許可地域概要図　　地区№⑧-3基準表 【禁止地域：那須町屋外広告物条例施行規則　別表15】 総量規制：15㎡以内

①野立広告板 ②敷地内広告板 ③敷地内広告塔 ④屋上広告板 ⑤屋上広告塔 ⑥壁面広告物

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 ■1面につき2.5㎡以内（合計10㎡以内）■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、 文字は白または黒色とする

文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■開口部への掲出及び建築物から

■道路から1ｍ以上後退させる 文字は白または黒色とする ■建築物からはみださない ■最大投影幅は4ｍ以内 はみ出すことはできない

文字は白または黒色とする ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

■敷地につき2基 ■最大投影幅は1.5ｍ以内 ■建築物につき1基、ただし屋上広告■建築物につき1基、ただし屋上広告■広告物は、1壁面につき同一意匠

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■道路から1ｍ以上後退させる 塔と併せて表示することはできない 板と併せて表示することはできない のものは1基(要問合せ)

い ■敷地につき1基 ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない ■光源は白色系で点滅させない

⑦壁面突出広告物 ⑧野立広告塔 ⑨置看板 ⑩立看板 ⑪のぼり旗 ⑫はり紙

■道路へは突き出さない ■1面につき1.5㎡以内（合計6㎡以内） ■表示期間は1ヵ月以内 ■道路へは突き出さない

■有効壁面につき1基 ■道路へは突き出さない ■建築物又は堅固な工作物（十分な ■敷地につき2本

■光源は白色系で点滅させない ■敷地につき2基 根入りを持つ杭等を含む）に確実に ■表示期間は3ヵ月以内

■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない 取り付けることにより風力等によって ■表示または設置することはできな

い 移動又は破損しないよう設置する い

⑬はり札 ⑭電柱、街灯等を利用する広告物 ⑮広告幕 ⑯サインポール ⑰案内誘導看板

■地上から上端まで2ｍ以下
（共架の場合は、3ｍ以下）

■横1ｍ以下、縦0.5ｍ以下

(共架:横1.5ｍ以下、0.5㎡以内)

＜巻付広告＞ ＜袖看板＞ ■開口部への掲出及び建築物から ■地色、裏面及び支柱はこげ茶色、

はみ出すことはできない 文字は白または黒色とする

■1壁面につき同一意匠のものは ■自己の営業所等から3km以内、か

1基 つ道路交差点から5ｍ以上500ｍ以内

■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■表示または設置することはできな ■光源は白色系で点滅させない ■表示または設置することはできな ■指定道路では営業所等に通じる交

い い い 差点から5ｍ以上100ｍ以内

2.5㎡
以内

5ｍ

以下

1ｍ以内

５㎡以内
（表裏各1面）

5ｍ

以下

３㎡以内
合計面積は1壁

面の4分の1以内

ワンポイントマーク：1㎡以内
（高さ制限なし）

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

３㎡
以内

1ｍ以内

6ｍ以下
かつ
軒高以下

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

１㎡
以内

１.５㎡
以内 3ｍ

以下

袖看板巻付広告

3ｍ

0.5ｍ

1ｍ以下

2階窓下

以下かつ

6ｍ以下

3㎡以内かつ1壁面の面積
の4分の1以内

３㎡以内
2.5㎡以内

3ｍ以内

1ｍ

以下
1ｍ
以下


